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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に取出口を有し、内側に家庭用薄葉紙を収納するケース体と、
　前記取出口を開閉させる蓋体と、を備える家庭用薄葉紙収納容器において、
　前記取出口の周縁部に装着された枠部材を備え、
　前記枠部材は、弾性部材により形成され、
　前記枠部材の前記ケース体の平面視短手方向の各端部には、前記取出口を塞ぐ方向に延
出する抑え部が設けられ、
　前記抑え部のそれぞれは、互いに重ならないようにその先端の前記ケース体の平面視長
手方向の位相をずらして配置され、前記枠部材にＺ字状の切込みが形成され、
　前記枠部材は、硬度が９０°のエラストマー樹脂により形成されていることを特徴とす
る家庭用薄葉紙収納容器。
【請求項２】
　前記取出口は、平面視にて前記蓋体の開放状態時における当該家庭用薄葉紙収納容器自
体の重心からずれた位置に設けられ、
　前記枠部材の前記重心側には、前記抑え部と重ならないように前記取出口を塞ぐ方向に
延出する延出部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の家庭用薄葉紙収納容
器。
【請求項３】
　前記家庭用薄葉紙は、折り畳まれて前記ケース体に収納され、
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　前記家庭用薄葉紙の折り方向は、前記ケース体の平面視長手方向に対して平行であるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の家庭用薄葉紙収納容器。
【請求項４】
　前記蓋体は、前記ケース体に対してスライド移動することで前記取出口を開閉させるこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の家庭用薄葉紙収納容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家庭用薄葉紙を収納する家庭用薄葉紙収納容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、家屋の床やトイレ、或いは人体などを拭くための家庭用薄葉紙を収納する家庭用
薄葉紙収納容器が知られている。
　このような家庭用薄葉紙収納容器においては、家庭用薄葉紙を収納するためのケース体
の上面に、その開放端を上下方向に回動させることで開閉を行う蓋体を設けた構成が一般
的である。しかしながら、この構成の場合、蓋体を開くと当該蓋体が起立した状態になる
ため、蓋体を開ける際に高さが必要となり、狭いスペースでは使いづらいという問題があ
った。また、この構成の場合、蓋体を開くと当該蓋体が起立した状態になるため、蓋体が
邪魔になって蓋体の後ろ側からは家庭用薄葉紙が取り出しづらいという問題があった。
　これに対し、スライド移動することで開閉を行う蓋体を設けた構成（例えば、特許文献
１参照）とすれば、蓋体が開いても蓋体が起立した状態にならないため、狭いスペースで
も使いやすく、蓋体が邪魔にならず家庭用薄葉紙を全方向から取り出すことができる。
　上記の家庭用薄葉紙収納容器においては、家庭用薄葉紙の取出口の周縁部に、枠部材が
装着されており、この枠部材に家庭用薄葉紙を下方から上方に通すことで家庭用薄葉紙を
取り出すことができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２５６３２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１記載の構成の場合、枠部材が取出口の周縁部を覆うものであ
るため、枠部材の開口部分の面積が広く、家庭用薄葉紙を取り出した際に、次の家庭用薄
葉紙が飛び出し過ぎて、上蓋２０を閉める際に当該家庭用薄葉紙を噛み込んでしまうとい
う問題がある。
　枠部材の開口部分の面積を狭くする方法も考えられるが、その場合、枠部材の下方に落
ち込んだ家庭用薄葉紙を摘まんで取り出すことが困難になるという問題がある。
【０００５】
　本発明の課題は、枠部材の下方に落ち込んだ家庭用薄葉紙の取り出しを阻害することな
く、家庭用薄葉紙の飛び出し量を抑制可能な家庭用薄葉紙収納容器を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、
　上面に取出口を有し、内側に家庭用薄葉紙を収納するケース体と、
　前記取出口を開閉させる蓋体と、を備える家庭用薄葉紙収納容器において、
　前記取出口の周縁部に装着された枠部材を備え、
　前記枠部材は、弾性部材により形成され、
　前記枠部材の前記ケース体の平面視短手方向の各端部には、前記取出口を塞ぐ方向に延
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出する抑え部が設けられ、
　前記抑え部のそれぞれは、互いに重ならないようにその先端の前記ケース体の平面視長
手方向の位相をずらして配置され、前記枠部材にＺ字状の切込みが形成され、
　前記枠部材は、硬度が９０°のエラストマー樹脂により形成されていることを特徴とす
る。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の家庭用薄葉紙収納容器において、
　前記取出口は、平面視にて前記蓋体の開放状態時における当該家庭用薄葉紙収納容器自
体の重心からずれた位置に設けられ、
　前記枠部材の前記重心側には、前記抑え部と重ならないように前記取出口を塞ぐ方向に
延出する延出部が設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の家庭用薄葉紙収納容器において、
　前記家庭用薄葉紙は、折り畳まれて前記ケース体に収納され、
　前記家庭用薄葉紙の折り方向は、前記ケース体の平面視長手方向に対して平行であるこ
とを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の家庭用薄葉紙収納容器
において、
　前記蓋体は、前記ケース体に対してスライド移動することで前記取出口を開閉させるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、枠部材の下方に落ち込んだ家庭用薄葉紙の取り出しを阻害することな
く、家庭用薄葉紙の飛び出し量を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係る家庭用薄葉紙収納容器において、（ａ）は上蓋を閉めた
状態を示す斜視図、（ｂ）は上蓋を開けた状態を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る家庭用薄葉紙収納容器において、上蓋を閉めた状態を示
す平面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る家庭用薄葉紙収納容器において、上蓋を開けた状態を示
す平面図である。
【図４】図２の家庭用薄葉紙収納容器のIV－IV線における断面図である。
【図５】図３の家庭用薄葉紙収納容器のV－V線における断面図である。
【図６】（ａ）ケース側パッキンを示す平面図、（ｂ）ケース側パッキンを示す斜視図で
ある。
【図７】容器本体を示す平面図である。
【図８】シャーシ及び付勢部材を示す平面図である。
【図９】上蓋を示す平面図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る家庭用薄葉紙収納容器の製造方法を説明するための図
である。
【図１１】（ａ）比較例２のケース側パッキンを示す平面図、（ｂ）比較例２のケース側
パッキンを示す斜視図である。
【図１２】（ａ）変形例１のケース側パッキンを示す平面図、（ｂ）変形例１のケース側
パッキンを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、発明の範囲は、図示例
に限定されない。
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【００１４】
＜家庭用薄葉紙収納容器の構成＞
　まず、本実施形態の家庭用薄葉紙収納容器の構成について説明する。
　なお、以下の説明では、家庭用薄葉紙収納容器の平面視長手方向を左右方向、平面視短
手方向を前後方向、高さ方向を上下方向とする。
【００１５】
　本実施形態に係る家庭用薄葉紙収納容器１は、例えば、図１（ａ）に示すように、上蓋
２０を閉じた状態で前後方向の側面視にて上側の角が丸みを帯びた略長方形状に形成され
ており、内部にウェットシートやウェットティシュー等のウェットタイプの家庭用薄葉紙
Ｐを収納可能に構成されている。なお、家庭用薄葉紙収納容器１には、ティシューペーパ
ーやキッチンペーパーやペーパータオル等のドライタイプの家庭用薄葉紙Ｐを収納しても
良い。
　具体的には、家庭用薄葉紙収納容器１は、例えば、図１～図５に示すように、上面に家
庭用薄葉紙Ｐを取り出すための取出口１１を有するとともに下面に家庭用薄葉紙Ｐが積層
された薄葉紙積層体Ｑを詰め替えるための底面開口１２を有し、内側の収納空間部Ｓに薄
葉紙積層体Ｑを収納する容器本体１０と、容器本体１０の上面にスライド移動自在に設け
られ、取出口１１を開閉させる蓋体としての上蓋２０と、上蓋２０を容器本体１０に取り
付けるためのシャーシ３０と、容器本体１０の底面開口１２を塞ぐ底蓋４０と、上蓋２０
を開放状態となる方向に付勢する付勢部材５０と、等を備えて構成される。
【００１６】
　容器本体１０及びシャーシ３０が、上面に取出口１１を有し、内側に家庭用薄葉紙Ｐを
収納するケース体として機能する。すなわち、ケース体は、容器本体１０と、当該容器本
体１０の上面に固定されるシャーシ３０と、を備えており、上蓋２０は、ケース体のうち
シャーシ３０に取り付けられている。
　また、容器本体１０、上蓋２０、シャーシ３０及び底蓋４０は、例えば、ＰＰ（ポリプ
ロピレン）、ＰＥ（ポリエチレン）、ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）、ＰＥＴ（ポリエチレン
テレフタレート）、ＡＢＳ（Acrylonitrile Butadiene Styrene）等の熱可塑性樹脂から
形成されている。
【００１７】
　また、本実施形態においては、付勢部材５０として、引張コイルばね（引きばね）を用
いるが、これに限ることはなく、付勢部材５０は、伸縮部材であれば適宜任意に変更可能
であり、例えば、トーションばねや圧縮コイルばね（押しばね）等であっても良い。
　また、付勢部材５０は、金属材料からなる伸縮部材であっても、高分子材料からなる伸
縮部材であっても良い。高分子材料からなる伸縮部材としては、例えば、プラスチック製
の伸縮部材、シリコンゴム等のゴムや、スチレン系、オレフィン系、塩化ビニル系、ポリ
エステル系、ポリウレタン系、ナイロン系のエラストマー等の熱可塑性エラストマーなど
の弾性体（軟質材料）製の伸縮部材等が挙げられ、また、その形状は、ばね状であっても
、板状やチューブ状や紐状であっても良く、適宜任意に変更可能である。付勢部材５０が
高分子材料からなる場合、金属製の付勢部材と違って錆びることがないので、長期に亘っ
て安定的に使用することができる。家庭用薄葉紙収納容器１に収納する家庭用薄葉紙Ｐが
、ウェットタイプの家庭用薄葉紙Ｐである場合は特に、金属製の付勢部材５０を用いると
、家庭用薄葉紙Ｐから蒸発した薬液によって付勢部材が錆びる可能性が高くなるので、高
分子材料からなる付勢部材５０を用いることが好ましい。
【００１８】
　ここで、上蓋２０は、左右方向（容器本体１０の平面視長手方向）にスライド移動する
ことで開閉を行う。すなわち、上蓋２０は、閉塞状態時の位置から左右方向の一方（本実
施形態の場合、左方向）にスライド移動することで開放状態となり、開放状態時の位置か
ら左右方向の他方（本実施形態の場合、右方向）にスライド移動することで閉塞状態とな
る。そして、上蓋２０が開放状態となる方向（左方向）に移動することで、家庭用薄葉紙
収納容器１の左右一側（本実施形態の場合、左側）が、家庭用薄葉紙収納容器１の左右他
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側（本実施形態の場合、右側）よりも重くなるように構成されている。また、取出口１１
は、平面視にて上蓋２０の開放状態時における家庭用薄葉紙収納容器１自体の重心からず
れた位置（本実施形態の場合、右側にずれた位置）に設けられている。
　以下、上蓋２０の開放状態時における家庭用薄葉紙収納容器１自体の重心を、「開放重
心」という。
【００１９】
　また、薄葉紙積層体Ｑは、例えば、複数枚の家庭用薄葉紙Ｐが積層された詰替え用の薄
葉紙積層体であって、ケース体（本実施形態の場合、容器本体１０）に形成された取出口
１１から家庭用薄葉紙Ｐを継続して取り出せるように交互に折り重ねられた状態で積層さ
れている。すなわち、家庭用薄葉紙Ｐを取出口１１からケース体の外側へ引き出したとき
に、次の家庭用薄葉紙Ｐの上端が取出口１１よりも突出する位置まで収納空間部Ｓから引
き出される、いわゆるポップアップ方式となっている。
　なお、薄葉紙積層体Ｑは、本実施形態のように家庭用薄葉紙Ｐを取り出すための開口Ｔ
１が設けられた包装体Ｔによって内包されていても良いし、包装体Ｔによって内包されて
いなくても良い。特に、家庭用薄葉紙収納容器１に収納する家庭用薄葉紙Ｐが、本実施形
態のようにウェットタイプの家庭用薄葉紙Ｐである場合には、薄葉紙積層体Ｑを防湿性の
包装体Ｔによって内包することが好ましい。
【００２０】
　容器本体１０は、例えば、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、当該容器本体１０
の上面を構成する上面部１０ａと、当該容器本体１０の前後左右の周面を構成する周面部
１０ｂと、からなり、容器本体１０の下面は平面視にて角のとれた略長方形状を呈する底
面開口１２となっている。そして、この底面開口１２を塞ぐように取り付けられた底蓋４
０と、容器本体１０の上面部１０ａ及び周面部１０ｂと、によって囲まれた空間が、薄葉
紙積層体Ｑを収納するための収納空間部Ｓとなる。
　なお、本実施形態では、下面が開口した容器本体１０を用い、薄葉紙積層体Ｑを容器本
体１０の下面側から詰め替えるように構成したが、これに限ることはなく、例えば、下面
は閉口して前後左右の何れかの面が開口した容器本体１０を用い、薄葉紙積層体Ｑを容器
本体１０の前後左右の何れかの面側から詰め替えるように構成することも可能である。
【００２１】
　容器本体１０の上面部１０ａには、例えば、図４及び図５に示すように、下側に向けて
陥没する凹部１３が設けられており、この凹部１３の底面部１３ａに取出口１１が形成さ
れている。
　取出口１１は、容器本体１０の内部の収納空間部Ｓに収納された家庭用薄葉紙Ｐを取り
出すための、平面視にて角のとれた略長方形状に形成された開口である。
　取出口１１は、上蓋２０が開放状態（図１（ｂ）、図３、図５参照）となった場合に開
放され、このとき家庭用薄葉紙Ｐは、取出口１１を通じて一枚毎に収納空間部Ｓから外部
に引き出すことができるようになっている。
　また、取出口１１は、上蓋２０が閉塞状態（図１（ａ）、図２、図４参照）となった場
合に閉塞されるようになっている。
【００２２】
　例えば、図４及び図５に示すように、取出口１１の周縁には、ケース側パッキン１４が
装着されている。すなわち、ケース側パッキン１４が、取出口１１の周縁部に装着された
枠部材として機能する。
　また、上蓋２０の下面にも、蓋側パッキン２１が取り付けられている。
　蓋側パッキン２１は、上蓋２０の下面のうち上蓋２０の閉塞状態においてケース側パッ
キン１４に対応する位置に設けられており、ケース側パッキン１４と蓋側パッキン２１と
は、上蓋２０が閉塞状態となった場合に互いに密着して（図４参照）、収納空間部Ｓ内の
気密性を保持するように構成されている。すなわち、ケース側パッキン１４及び蓋側パッ
キン２１が、取出口１１の周縁と上蓋２０との隙間を封止する気密手段として機能する。
　これにより、家庭用薄葉紙収納容器１に収納する家庭用薄葉紙Ｐが、本実施形態のよう
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にウェットタイプの家庭用薄葉紙Ｐである場合には、家庭用薄葉紙Ｐに含浸した薬液の蒸
発を防止できるようになっている。
【００２３】
　本実施形態では、ケース側パッキン１４及び蓋側パッキン２１を、例えば、シリコンゴ
ム等のゴムや、スチレン系、オレフィン系、塩化ビニル系、ポリエステル系、ポリウレタ
ン系、ナイロン系のエラストマー等の熱可塑性エラストマーなどの軟質材料（弾性部材）
で形成している。なお、蓋側パッキン２１を形成する材料に関しては、これに限ることは
ない。蓋側パッキン２１は、例えば、ＬＤＰＥ（Low Density Polyethylene）で形成して
も良いし、ＰＥ（Polyethylene）やＰＰ（Polypropylene）などの硬質材料で形成しても
良い。また、蓋側パッキン２１を、ケース側パッキン１４と同じ材料で形成しても良いし
、異なる材料で形成しても良い。また、ケース側パッキン１４及び蓋側パッキン２１は、
家庭用薄葉紙収納容器１に収納する家庭用薄葉紙Ｐがウェットタイプである場合は特に、
薬液耐性のある材料で形成されることが好ましい。
　また、本実施形態では、容器本体１０にケース側パッキン１４を設けて上蓋２０に蓋側
パッキン２１を設けた、すなわち、容器本体１０と上蓋２０との双方に気密手段を設けた
が、これに限ることはなく、気密手段によって取出口１１の周縁と上蓋２０との隙間を封
止できるのであれば、例えば、容器本体１０だけに気密手段を設けても良い。また、シャ
ーシ３０に取出口１１が設けられている場合には、シャーシ３０に気密手段を設けても良
い。
【００２４】
　ここで、本実施形態の場合、収納空間部Ｓに収納されている家庭用薄葉紙Ｐの折り方向
、すなわち折り畳み線が延びる方向は、左右方向（容器本体１０の平面視長手方向）に対
して平行になっている。
　また、取出口１１の長手方向は、左右方向（容器本体１０の平面視長手方向）に対して
直交している。
　したがって、家庭用薄葉紙Ｐは、取出口１１から引き出される際に、取出口１１に装着
されたケース側パッキン１４の短手部分（ケース側パッキン１４のうち収納空間部Ｓに収
納されている家庭用薄葉紙Ｐの折り方向に平行な部分）よりも、ケース側パッキン１４の
長手部分（ケース側パッキン１４のうち収納空間部Ｓに収納されている家庭用薄葉紙Ｐの
折り方向に直交する部分）に接触する。
【００２５】
　ケース側パッキン１４の下端部は、例えば、図４及び図５に示すように、取出口１１よ
りも下側（収納空間部Ｓに収納されている薄葉紙積層体Ｑ側）に向けて突出している。し
たがって、最上層の家庭用薄葉紙Ｐを取り出す際に、ケース側パッキン１４の下端部が最
上層の家庭用薄葉紙Ｐや次層の家庭用薄葉紙Ｐと接触して、最上層の家庭用薄葉紙Ｐや次
層の家庭用薄葉紙Ｐに抵抗を付与するので、次層の家庭用薄葉紙Ｐの飛び出し長さ（取出
口１１から突出した部分の長さ）が必要以上に長くなったり、複数枚の家庭用薄葉紙Ｐが
連なって引き出されたりすることを抑制することができる。すなわち、家庭用薄葉紙Ｐが
不要に飛び出さないように、ケース側パッキン１４で家庭用薄葉紙Ｐを押さえることがで
きる。
【００２６】
　さらに、ケース側パッキン１４の下端部のうち左側部分（開放重心側の部分）には、例
えば、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示すように、内側に向けて（すなわち、取出口１１を
塞ぐ方向側に向けて）円弧状に延出する延出部１４ａが設けられている。
　また、ケース側パッキン１４の下端部のうち前後方向の各端部には、例えば、図６（ａ
）及び図６（ｂ）に示すように、取出口１１を塞ぐ方向（前後方向）に延出する抑え部１
４ｂがそれぞれ設けられている。即ち、ケース側パッキン１４の下端部には、切込みＣ１
～Ｃ４が形成され、一対の抑え部１４ｂ、１４ｂがそれぞれ左右方向の各端部から概ね離
間した状態となっている。また、抑え部１４ｂ、１４ｂのそれぞれは、互いに重ならない
ようにその先端の左右方向の位相をずらして配置されている。
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　上記のように、一対の抑え部１４ｂ、１４ｂを備えたことで、ケース側パッキン１４に
Ｚ字状の切込みが形成されている。なお、Ｚ字状には、「Ｚ」の字を左右に反転させた逆
Ｚ字状のものも含むものとする。
　そして、延出部１４ａと一対の抑え部１４ｂ、１４ｂにより形成された把持部Ｐ１～Ｐ
３で、家庭用薄葉紙Ｐが把持されるようになっているため、家庭用薄葉紙Ｐを取り出す際
、家庭用薄葉紙Ｐが過度に飛び出さないようになっている。
　また、ケース側パッキン１４及び蓋側パッキン２１の少なくとも一方には、スリップ剤
が添加されている。ケース側パッキン１４及び蓋側パッキン２１の少なくとも一方にスリ
ップ剤を添加したことにより、上蓋２０を円滑にスライド移動させることができるように
なっている。
【００２７】
　また、本実施形態の場合、例えば、図７に示すように、取出口１１は、平面視にて包装
体Ｔの開口Ｔ１とずれているとともに、取出口１１の中心は、平面視にて包装体Ｔの開口
Ｔ１の中心よりも右側（開放重心とは反対側）にずれている。
　すなわち、例えば、図４に示すように、開口Ｔ１の左端部（開口Ｔ１の最長軸上にある
左端部）から取出口１１の左端部までの距離Ｌ１は、開口Ｔ１の右端部（開口Ｔ１の最長
軸上にある右端部）から取出口１１の右端部までの距離Ｌ２よりも長い。
【００２８】
　シャーシ３０は、容器本体１０の凹部１３内に収容された状態で容器本体１０の上面部
１０ａに固定されており、上蓋２０は、シャーシ３０を介して容器本体１０に取り付けら
れている。
　シャーシ３０は、例えば、図８に示すように、凹部１３の底面部１３ａ上に載置され、
取出口１１を取り囲む枠部３１と、閉塞状態の上蓋２０と略面一となるよう枠部３１に支
持される上壁部３２と、を備えて構成される。
　ここで、本実施形態では、上蓋２０と上壁部３２とを合わせると、平面視にて略楕円形
状の板状部材を構成するようになっている。また、上蓋２０及び上壁部３２は、前後方向
（短径方向）に下方へ凸となるよう湾曲した形状をなしている。
【００２９】
　シャーシ３０の枠部３１（具体的には、枠部３１の連結部３１ｃ（後述））の上面には
、例えば、図２、図３及び図８に示すように、付勢部材５０の一端と係合する固定側係合
部３３が設けられている。
　また、上蓋２０の下面のうち前後方向略中央の位置には、例えば、図２、図３及び図９
に示すように、付勢部材５０の他端と係合する可動側係合部２２が設けられている。
　ここで、例えば、図８に示すように、本実施形態において、家庭用薄葉紙収納容器１は
、付勢部材５０である引張コイルばねを２本備えている。また、シャーシ３０の枠部３１
は、固定側係合部３３を２つ備えている。この２つの固定側係合部３３は、上蓋２０とシ
ャーシ３０とが組み合わされた状態で所定の直線（具体的には、左右方向（長径方向）に
平行で可動側係合部２２を通る直線）に対して互いに線対称となる位置に配置され、かつ
、上蓋２０の閉塞状態における可動側係合部２２との間隔が、上蓋２０の開放状態におけ
る可動側係合部２２との間隔よりも長くなるように、枠部３１に設けられている。そして
、２本の付勢部材５０のうち一方の一端が、２つの固定側係合部３３のうちの一方に掛止
されるとともに、２本の付勢部材５０のうち他方の一端が、２つの固定側係合部３３のう
ちの他方に掛止され、２本の付勢部材５０の双方の他端が、上蓋２０に設けられた可動側
係合部２２に掛止されている。
【００３０】
　上蓋２０が右側（すなわち、上壁部３２側）へとスライド移動して開放状態から閉塞状
態に移行すると、付勢部材５０の一端に係合する固定側係合部３３と、付勢部材５０の他
端に係合する可動側係合部２２と、の間隔が長くなるので、付勢部材５０は左側（すなわ
ち、上壁部３２とは反対側）に付勢された状態になる。すなわち、付勢部材５０は、上蓋
２０の閉塞状態において、当該上蓋２０を開放状態となる方向に付勢している。そして、
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付勢部材５０の付勢力に抗する力が解除されると、付勢部材５０の付勢力によって上蓋２
０が左側（すなわち、上壁部３２とは反対側）に引っ張られて、取出口１１が開放される
。
【００３１】
　また、例えば、図４及び図５に示すように、本実施形態において、可動側係合部２２は
、固定側係合部３３よりも上側に配置されている。そのため、付勢部材５０は、ケース体
（容器本体１０やシャーシ３０）の高さ方向に対して斜めに設置、具体的には、可動側係
合部２２と係合する他端が、固定側係合部３３と係合する一端よりも上側に配置された状
態で設置されている。したがって、付勢部材５０は、上蓋２０の閉塞状態において、当該
上蓋２０を開放状態となる方向に付勢するだけでなく、当該上蓋２０を下方向（すなわち
、当該上蓋２０をケース体（本実施形態の場合、容器本体１０）に押し付ける方向）にも
付勢するので、気密手段（本実施形態の場合、ケース側パッキン１４及び蓋側パッキン２
１）によって取出口１１の周縁と上蓋２０との隙間がしっかりと封止されることとなって
、収納空間部Ｓの気密性が向上する。
　従来、家庭用薄葉紙を収納するためのケース体の上面に、その開放端を上下方向に回動
させることで開閉を行う蓋体を設けた家庭用薄葉紙収納容器として、蓋体の開放動作を行
いやすくするために、蓋体を開く方向に付勢する付勢部材（エラストマー等により形成さ
れたヒンジ、ねじりコイルばねなど）を備えたものが知られている。このような家庭用薄
葉紙収納容器において、付勢部材は、蓋体を開放状態となる方向に付勢、すなわち、蓋体
を閉塞状態とは反対方向に付勢しているので、気密性を持たせることが困難であった。こ
れに対し、本実施形態では、左右方向にスライド移動することで開閉を行う蓋体（上蓋２
０）を設け、可動側係合部２２を固定側係合部３３よりも上側に配置して付勢部材５０を
ケース体の高さ方向に対して斜めに設置することで、蓋体（上蓋２０）を開放状態となる
方向だけでなく、ケース体に押し付ける方向にも付勢するように構成したので、収納空間
部Ｓの気密性が向上する。これにより、家庭用薄葉紙収納容器１に収納する家庭用薄葉紙
Ｐが、本実施形態のようにウェットタイプの家庭用薄葉紙Ｐである場合には、家庭用薄葉
紙Ｐに含浸した薬液の蒸発を確実に防止できるようになっている。
【００３２】
　ここで、付勢部材５０は、伸縮部材により構成され、シャーシ３０の固定側係合部３３
が、ケース体（本実施形態の場合、シャーシ３０）に設けられ付勢部材５０の一端と係合
する固定点として機能し、上蓋２０の可動側係合部２２が、上蓋２０に設けられ付勢部材
５０の他端と係合する可動点として機能する。
　そして、付勢部材５０、シャーシ３０の固定側係合部３３及び上蓋２０の可動側係合部
２２が、上蓋２０を開放状態となる方向にスライド移動させる可動機構として機能する。
　なお、本実施形態では、固定側係合部３３（固定点）をシャーシ３０に設けたが、これ
に限ることはなく、固定側係合部３３（固定点）は、容器本体１０に設けても良い。
【００３３】
　また、本実施形態では、付勢部材５０、シャーシ３０の固定側係合部３３及び上蓋２０
の可動側係合部２２は、上蓋２０が、開放状態である場合も、閉塞状態である場合も、開
放状態から閉塞状態に移行する途中の状態である場合も、閉塞状態から開放状態に移行す
る途中の状態である場合も、凹部１３内に配置された状態で上蓋２０に上方から覆われて
いるので、家庭用薄葉紙収納容器１の外部から視認することができない。
　すなわち、上蓋２０は、当該上蓋２０の状態にかかわらず、外部から視認不能に付勢部
材５０、シャーシ３０の固定側係合部３３及び上蓋２０の可動側係合部２２を遮蔽してい
る。これにより、家庭用薄葉紙収納容器１の美観が向上するとともに、付勢部材５０、シ
ャーシ３０の固定側係合部３３及び上蓋２０の可動側係合部２２が触られることを防止で
きるようになっている。
【００３４】
　さらに、本実施形態では、凹部１３の底面部１３ａが、容器本体１０の内側（収納空間
部Ｓ側）から視認不能に付勢部材５０、シャーシ３０の固定側係合部３３及び上蓋２０の
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可動側係合部２２を遮蔽しているので、付勢部材５０、シャーシ３０の固定側係合部３３
及び上蓋２０の可動側係合部２２が、容器本体１０の内側から触られることも防止できる
ようになっている。
【００３５】
　例えば、図４及び図５に示すように、上蓋２０の右端部（すなわち、上壁部３２側の端
部）には、下側に向けて突出する爪部２３が設けられている。
　また、シャーシ３０には、上壁部３２の一部を操作面３４ａとしたスイッチ部３４が設
けられている。スイッチ部３４は、前後方向に沿って延設された軸部３４ｂを回動軸とし
て回動可能に構成されており、左端側（すなわち、上蓋２０側）に爪部２３が上方から進
入して係合する爪受部３４ｃを有している。また、スイッチ部３４は、図示しない付勢手
段によって、押圧されて回動する方向とは逆方向に付勢されている。
【００３６】
　上蓋２０が開放状態である際に、付勢部材５０の付勢力に抗する力を作用させて上蓋２
０を右側（すなわち、上壁部３２側）へとスライド移動させると、まず、上蓋２０の爪部
２３がスイッチ部３４の爪受部３４ｃに当接する。さらに上蓋２０を右側へとスライド移
動させると、爪受部３４ｃが爪部２３に押されてスイッチ部３４の付勢手段の付勢力に抗
する力が作用し、爪受部３４ｃが下側へと移動するようにスイッチ部３４が回動する。そ
して、上蓋２０が閉塞状態になってスイッチ部３４の付勢手段の付勢力に抗する力が解除
されると、スイッチ部３４の付勢手段の付勢力によって爪受部３４ｃがもとの位置に戻る
よう（すなわち、操作面３４ａが上壁部３２の表面と略面一の状態となるよう）にスイッ
チ部３４が回動して、爪部２３と爪受部３４ｃとが係合する。これにより、上蓋２０の閉
塞状態を維持できるようになっている。
【００３７】
　また、爪部２３と爪受部３４ｃとが係合している際に、スイッチ部３４の操作面３４ａ
が押圧されてスイッチ部３４の付勢手段の付勢力に抗する力が作用すると、爪受部３４ｃ
が下側へと移動するようにスイッチ部３４が回動する。そして、スイッチ部３４の回動に
伴い爪部２３と爪受部３４ｃとの係合が解除されると、付勢部材５０の付勢力によって上
蓋２０が左側（すなわち、上壁部３２とは反対側）へとスライド移動して開放状態になる
。
　すなわち、爪部２３及び爪受部３４ｃが、付勢部材５０の付勢力に抗して上蓋２０が閉
塞状態となるように係止するとともに、当該係止を解除可能な係止手段として機能する。
　なお、本実施形態では、係止手段による係止を解除する際に押圧されるスイッチ部３４
をシャーシ３０に設けたが、これに限ることはなく、スイッチ部３４は、容器本体１０に
設けても良い。
【００３８】
　本実施形態においては、シャーシ３０の枠部３１の一部が、上蓋２０を直線的にスライ
ド移動するようガイドするレール部３１ａになっている。具体的には、例えば、図８に示
すように、シャーシ３０の枠部３１は、左右方向に沿って延設され、前後方向に並ぶレー
ル部３１ａ，３１ａと、レール部３１ａ，３１ａの右端部（すなわち、上蓋２０の閉塞状
態となる方向側の端部）同士を連結するとともに上壁部３２を支持する支持部３１ｂと、
レール部３１ａ，３１ａの左端部（すなわち、上蓋２０の開放状態となる方向側の端部）
同士を連結する連結部３１ｃと、からなる。
　また、例えば、図９に示すように、上蓋２０には、レール部３１ａに対してスライド移
動可能に係合するスライド部２４が設けられている。スライド部２４は、例えば、上蓋２
０とシャーシ３０とが組み合わされた状態で、当該スライド部２４の下面が、対応するレ
ール部３１ａの上面に当接するように、上蓋２０の下面から垂下する垂壁部（図示省略）
の下端に接続されている。
　これにより、上蓋２０をスムーズかつ確実に開閉できるようになっている。
　なお、本実施形態では、上蓋２０のスライド移動をガイドするためのレール部３１ａを
シャーシ３０に設けたが、これに限ることはなく、レール部３１ａは、容器本体１０に設
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けても良い。
【００３９】
　ここで、例えば、図９に示すように、スライド部２４の左端部（すなわち、上蓋２０の
開放状態となる方向側の端部）には、上蓋２０が開放状態となる際の衝撃を吸収するダン
パー２４ａが設けられている。
　また、例えば、図７に示すように、容器本体１０の凹部１３の周縁のうち、上蓋２０の
閉塞状態においてスライド部２４の左端側（ダンパー２４ａを含む）に対応する位置には
、上蓋２０が閉塞状態から開放状態へと移行する際にスライド部２４が入り込む横穴部１
５が形成されており、上蓋２０の開放状態において、横穴部１５内でスライド部２４のダ
ンパー２４ａが容器本体１０に当接するように構成されている。すなわち、スライド部２
４が容器本体１０に衝突することによって、付勢部材５０の付勢力による上蓋２０のスラ
イド移動が停止するように構成されており、当該衝突の際の衝撃を、ダンパー２４ａによ
って吸収できるようになっている。
　なお、本実施形態では、撓むことで衝撃を吸収できるようにダンパー２４ａを左方へ凸
となるよう内側から外側に向けて湾曲した弓状に形成したが、これに限ることはなく、ダ
ンパー２４ａの形状は、上蓋２０が開放状態となる際の衝撃を吸収できるのであれば、適
宜任意に変更可能である。
【００４０】
　例えば、図４及び図５に示すように、上蓋２０には、上蓋２０を閉める際等に指を掛け
るための可動側指掛部２５が設けられている。具体的には、上蓋２０には、可動側指掛部
２５として、当該上蓋２０の右端部（すなわち、上蓋２０の閉塞状態となる方向側の端部
）を上側に向けて起立させることによって形成された突起部が設けられている。また、上
蓋２０には、可動側指掛部２５に掛けた指を載置するための指載置部２６として、当該上
蓋２０の上面を下側に向けて窪ませることによって形成された凹部が設けられている。
　また、ケース体（本実施形態の場合、シャーシ３０）のうち係止手段（本実施形態の場
合、爪受部３４ｃ）よりも右側（すなわち、上蓋２０の閉塞状態となる方向側）には、上
蓋２０を閉める際等に指を掛けるための不動側指掛部３５が設けられている。具体的には
、シャーシ３０には、不動側指掛部３５として、シャーシ３０の端部（本実施形態の場合
、上壁部３２の右端部）を上側に向けて起立させることにより形成された突起部が設けら
れている。
【００４１】
　すなわち、可動側指掛部２５の左側（すなわち、不動側指掛部３５とは反対側）に指を
掛けて上蓋２０を閉める際に、不動側指掛部３５の右側（すなわち、可動側指掛部２５と
は反対側）に指を掛けて容器本体１０に左方向の力（上蓋２０に作用させる力とは逆方向
の力）を作用させて容器本体１０が滑らないように容器本体１０を固定しておくことがで
きるように構成されている。これにより、片手で上蓋２０を閉めることができるようにな
っている。
　また、本実施形態の場合、不動側指掛部３５は、スイッチ部３４に離間してケース体（
本実施形態の場合、シャーシ３０）に設けられている。これにより、不動側指掛部３５に
掛けた指でスイッチ部３４を誤操作してしまうことを防止できるようになっている。
　なお、本実施形態では、不動側指掛部３５をシャーシ３０に設けたが、これに限ること
はなく、不動側指掛部３５は、容器本体１０に設けても良い。
【００４２】
　例えば、図４及び図５に示すように、上蓋２０の下面には、先端が左側（すなわち、上
蓋２０の開放状態となる方向側）を向くよう前後方向の側面視略逆Ｌ字状に突出する突片
部２７が設けられている。
　また、例えば、図７に示すように、容器本体１０の凹部１３の周縁のうち、上蓋２０の
閉塞状態において突片部２７の先端側（ダンパー２７ａ（後述）を含む）に対応する位置
には、上蓋２０が閉塞状態から開放状態へと移行する際に突片部２７が入り込む横穴部１
６が形成されており、上蓋２０が開放状態になると、上蓋２０の突片部２７の先端側が容
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器本体１０の横穴部１６に入り込んで、突片部２７の上下方向の移動が規制されるように
構成されている。これにより、上蓋２０の開放状態において、上蓋２０の左端側が上方向
へと移動して上蓋２０が起き上がってしまうことを防止できるようになっている。
【００４３】
　ここで、例えば、図４及び図５に示すように、突片部２７の先端部には、上蓋２０が開
放状態となる際の衝撃を吸収するダンパー２７ａが設けられており、上蓋２０の開放状態
において、横穴部１６内で突片部２７のダンパー２７ａが容器本体１０に当接するように
構成されている。すなわち、突片部２７が容器本体１０に衝突することによっても、付勢
部材５０の付勢力による上蓋２０のスライド移動が停止するように構成されており、当該
衝突の際の衝撃を、ダンパー２７ａによって吸収できるようになっている。
【００４４】
　なお、本実施形態では、撓むことで衝撃を吸収できるようにダンパー２７ａを左方へ凸
となるよう上側から下側に向けて湾曲した弓状に形成したが、これに限ることはなく、ダ
ンパー２７ａの形状は、上蓋２０が開放状態となる際の衝撃を吸収できるのであれば、適
宜任意に変更可能である。
　また、本実施形態では、突片部２７にダンパー２７ａを設けてスライド部２４にダンパ
ー２４ａを設けた、すなわち、突片部２７とスライド部２４との双方にダンパーを設けた
が、これに限ることはなく、ダンパーによって上蓋２０が開放状態となる際の衝撃を吸収
すること（衝撃を緩めること）ができるのであれば、例えば、突片部２７だけにダンパー
を設けても良いし、スライド部２４だけにダンパーを設けても良いし、突片部２７及びス
ライド部２４以外の部分にダンパーを設けても良い。また、ダンパーは、上蓋２０側では
なく、ケース体（容器本体１０やシャーシ３０）側に設けても良いし、上蓋２０側とケー
ス体側との双方に設けても良い。突片部２７にダンパーを設けない場合は、上蓋２０の開
放状態において、突片部２７が横穴部１６内で容器本体１０に当接しないように構成する
ことが好ましい。また、スライド部２４にダンパーを設けない場合は、上蓋２０の開放状
態において、スライド部２４が横穴部１５内で容器本体１０に当接しないように構成する
ことが好ましい。
【００４５】
　なお、本実施形態では、スライド部２４の左端側が入り込む横穴部１５の上方が上面部
１０ａによって塞がれるように構成したが、これに限ることはなく、横穴部１５は上方に
開口していてもよい。
　また、突片部２７は、上蓋２０が起き上がってしまうことを防止するために設けられて
いるが、本実施形態のように、スライド部２４の左端側が入り込む横穴部１５の上方が上
面部１０ａによって塞がれている場合には、スライド部２４によって、上蓋２０が起き上
がってしまうことを防止することができる。具体的には、この場合には、上蓋２０が開放
状態になると、上蓋２０のスライド部２４の左端側が容器本体１０の横穴部１５に入り込
んで、スライド部２４の上下方向の移動が規制され、上蓋２０が起き上がってしまうこと
を防止することができるので、突片部２７を設けなくてもよい。
【００４６】
＜家庭用薄葉紙収納容器の製造方法＞
　次に、本実施形態の家庭用薄葉紙収納容器の製造方法の一例について、図１０を参照し
て説明する。
　まず、ブロー成型、またはインジェクション、ブローインジェクション等の製法によっ
て、各パーツを作製する。
　次いで、シャーシ３０に、付勢部材５０と上蓋２０とを組み付けてアセンブリ体Ａを形
成する。
　次いで、アセンブリ体Ａを容器本体１０に取り付ける。具体的には、シャーシ３０の下
面に設けられた複数（本実施形態の場合、５個）の嵌合凸部３６と、容器本体１０の凹部
１３の底面部１３ａに嵌合凸部３６に対応させて設けられた嵌合孔部１７と、が嵌合する
よう、アセンブリ体Ａを、容器本体１０の凹部１３内に当該凹部１３の上方から嵌め込む
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ャーシ３０に組み付けられて一体に構成されたアセンブリ体Ａの状態で、容器本体１０に
取り付けられている。これにより、上蓋２０と付勢部材５０とシャーシ３０とを別々に容
器本体１０に取り付ける手間を省くことができるようになっている。
　なお、本実施形態では、シャーシ３０に設けられた嵌合凸部３６と、容器本体１０に設
けられた嵌合孔部１７と、を嵌合させることによって、アセンブリ体Ａを容器本体１０に
固定するよう構成したが、これに限ることはなく、例えば、ねじ等によってアセンブリ体
Ａを容器本体１０に固定しても良い。
【実施例】
【００４７】
＜家庭用薄葉紙の取り出し試験結果＞
　次に、実施例及び比較例を挙げて、本発明をより具体的に説明するが、勿論本発明はこ
れらの実施例に限定されるものではない。
　以下の実施例、比較例の条件で家庭用薄葉紙Ｐの取り出し試験を行い、次の家庭用薄葉
紙Ｐの枠部材からの飛び出し量を測定した。また、併せて、枠部材に対する指の出し入れ
のし易さを測定した。
　なお、上記試験を行うに際し、大きさが１７５ｍｍ×１５０ｍｍ（折幅８０ｍｍ）、坪
量が３４ｇ／ｍ２の家庭用薄葉紙Ｐを使用した。また、家庭用薄葉紙Ｐには、アルコール
含有薬液を含ませたものを使用した。また、取出口１１の寸法が、３９ｍｍ×２０ｍｍの
条件で試験を行った。
［実施例１］
　取出口１１の周縁部に装着された枠部材として、ケース側パッキン１４（図６等参照）
を使用した。実施例１のケース側パッキン１４の材料には、硬度が７０°のエラストマー
樹脂を使用した。なお、表１において、ケース側パッキン１４のマウス形状を「Ａ」と称
している。
［実施例２］
　枠部材として、ケース側パッキン１４（図６等参照）を使用した。実施例２のケース側
パッキン１４の材料には、硬度が８０°のエラストマー樹脂を使用した。
　その他の条件及び試験方法は、実施例１と同一である。
［実施例３］
　枠部材として、ケース側パッキン１４（図６等参照）を使用した。実施例３のケース側
パッキン１４の材料には、硬度が９０°のエラストマー樹脂を使用した。
　その他の条件及び試験方法は、実施例１と同一である。
［比較例１］
　枠部材として、ケース側パッキン１４（図６等参照）と同一形状のケース側パッキンを
使用した。比較例１のケース側パッキンの材料には、硬質材料であるＰＥを使用した。
　その他の条件及び試験方法は、実施例１と同一である。
［比較例２］
　枠部材として、ケース側パッキン１４（図６等参照）と異なるマウス形状のケース側パ
ッキン１４０（図１１参照）を使用した。ケース側パッキン１４０は、下端部のうち左側
部分（開放重心側の部分）に、例えば、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示すように、内
側に向けて円弧状に延出する延出部１４０ａが設けられている。比較例２のケース側パッ
キン１４０の材料には、硬質材料であるＰＥを使用した。なお、表１において、ケース側
パッキン１４０のマウス形状を「Ｃ」と称している。
　その他の条件及び試験方法は、実施例１と同一である。
【００４８】
［試験結果］
　実施例１～３及び比較例１，２の試験結果を表１に示す。
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【表１】

［家庭用薄葉紙Ｐ（シート）の飛び出し量についての評価］
◎；飛び出し量が非常に小さく（例えば、上蓋２０の下端よりも低い位置）、上蓋２０を
閉める際の噛み込みを十分抑制可能
○；飛び出し量が小さく（例えば、上蓋２０の下端の位置）、上蓋２０を閉める際の噛み
込みを抑制可能
×；飛び出し量が大きく（例えば、上蓋２０の下端を超える位置）、上蓋２０を閉める際
の噛み込みを抑制困難
　の三段階で評価した。
　表１に示すように、比較例２（取出部分の隙間が大きいケース側パッキン１４０を使用
）では、取出部分の隙間が大きいため、飛び出し量が大きいという結果が得られた。
　一方、実施例１（硬度が８０°のケース側パッキン１４を使用）及び実施例２（硬度が
７０°のケース側パッキン１４を使用）では、取出部分の隙間が小さいため、飛び出し量
が小さいという結果が得られた。また、実施例３（硬度が９０°のケース側パッキン１４
を使用）及び比較例１（硬質材料であるＰＥで形成されたケース側パッキンを使用）では
、取出部分の隙間が小さく且つ枠部材が硬めであるため、飛び出し量が非常に小さいとい
う結果が得られた。
【００４９】
［指の出し入れのし易さについての評価］
◎；容易に指を出し入れすることができる
×；指を出し入れすることが困難
　の二段階で評価した。
　表１に示すように、比較例１及び比較例２（ともに硬質材料であるＰＥで形成されたケ
ース側パッキンを使用）では、枠部材が硬くて曲がりにくいため、枠部材の内部に指を出
し入れすることが困難であった。
　一方、実施例１、実施例２及び実施例３（いずれも軟質材料であるエラストマー樹脂で
形成されたケース側パッキン１４を使用）では、枠部材が軟らかくて曲がり易いため、問
題なく枠部材の内部に指を出し入れすることができた。
【００５０】
［総合評価］
　表１に示すように、実施例３では、すべての項目において、良好な結果が得られた。ま
た、実施例１及び実施例２では、「家庭用薄葉紙Ｐの飛び出し量」の項目において、実施
例３に劣るものの、良好な結果が得られた。
　一方、比較例１では、「指の出し入れのし易さ」の項目において、問題が生じていた。
また、比較例２では、「家庭用薄葉紙Ｐの飛び出し量」及び「指の出し入れのし易さ」の
いずれの項目においても、問題が生じていた。
　これにより、枠部材には、軟質材料であるエラストマー樹脂で形成されたケース側パッ
キン１４を使用することが好ましく、特に、硬度が９０°のエラストマー樹脂で形成され
たケース側パッキン１４を使用することが最も好ましいことがわかった。
【００５１】
　以上説明した本実施形態の家庭用薄葉紙収納容器１は、取出口１１の周縁部に装着され
た枠部材（ケース側パッキン１４）を備え、枠部材は、弾性部材により形成され、枠部材
のケース体（容器本体１０）の平面視短手方向の各端部には、取出口１１を塞ぐ方向に延
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出する抑え部１４ｂが設けられ、抑え部１４ｂ、１４ｂのそれぞれは、互いに重ならない
ようにその先端のケース体の平面視長手方向の位相をずらして配置され、枠部材にＺ字状
の切込みが形成される。
　従って、本実施形態の家庭用薄葉紙収納容器１によれば、弾性部材により形成された枠
部材に抑え部１４ｂ、１４ｂが設けられているので、枠部材の下方に落ち込んだ家庭用薄
葉紙の取り出しを阻害することなく、家庭用薄葉紙の飛び出し量を抑制することができる
。
【００５２】
　また、以上説明した本実施形態の家庭用薄葉紙収納容器１によれば、取出口１１は、平
面視にて蓋体（上蓋２０）の開放状態時における当該家庭用薄葉紙収納容器１自体の重心
からずれた位置に設けられ、枠部材の重心側には、抑え部１４ｂ、１４ｂと重ならないよ
うに取出口１１を塞ぐ方向に延出する延出部１４ａが設けられている。
　従って、本実施形態の家庭用薄葉紙収納容器１によれば、取出口１１から取り出す家庭
用薄葉紙Ｐの開放重心側に付与する抵抗を増加させることができるので、家庭用薄葉紙収
納容器１の開放重心側の重量によって、家庭用薄葉紙Ｐを取り出す際の家庭用薄葉紙収納
容器１の持ち上がりを抑制することができる。
【００５３】
　また、以上説明した本実施形態の家庭用薄葉紙収納容器１によれば、家庭用薄葉紙Ｐは
、折り畳まれてケース体に収納され、家庭用薄葉紙Ｐの折り方向は、ケース体の平面視長
手方向に対して平行であるので、家庭用薄葉紙Ｐを取り出す際に延出部１４ａや抑え部１
４ｂと引っ掛かり易くなり、家庭用薄葉紙Ｐの飛び出し量を更に抑制することができる。
【００５４】
　また、以上説明した本実施形態の家庭用薄葉紙収納容器１によれば、枠部材は、エラス
トマー樹脂により形成されているので、抑え部１４ｂ、１４ｂが軟らかくて曲がり易く、
問題なく枠部材の内部に指を出し入れすることができる。
　また、枠部材は、硬度が９０°のエラストマー樹脂により形成されているので、抑え部
１４ｂ、１４ｂに適当な硬さを付与することができ、指の出し入れを阻害することなく、
家庭用薄葉紙Ｐの飛び出し量を大幅に抑制することができる。
【００５５】
　以上、本発明に係る実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明は上記実施形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
【００５６】
（変形例１）
　例えば、図１２に示す例では、実施形態のケース側パッキン１４と比べ、円弧状に延出
する延出部１４ａが設けられていない点が異なっている。
　具体的には、変形例１に係るケース側パッキン１４１は、実施形態と同様、エラストマ
ー樹脂等の軟質材料で形成されている。ケース側パッキン１４１の下端部のうち前後方向
の各端部には、例えば、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）に示すように、取出口１１を塞ぐ
方向（前後方向）に延出する抑え部１４１ａがそれぞれ設けられている。また、抑え部１
４１ａ、１４１ａのそれぞれは、互いに重ならないようにその先端の左右方向の位相をず
らして配置されている。
　上記のように、一対の抑え部１４１ａ、１４１ａを備えたことで、ケース側パッキン１
４１にＺ字状の切込みが形成されている。
　以上説明した変形例１の家庭用薄葉紙収納容器１によれば、実施形態の家庭用薄葉紙収
納容器１と同様、枠部材の下方に落ち込んだ家庭用薄葉紙の取り出しを阻害することなく
、家庭用薄葉紙の飛び出し量を抑制することができる。
【００５７】
（その他の変形例）
　例えば、底蓋４０等に、収納空間部Ｓ内の薄葉紙積層体Ｑを下側から押し上げる部材を
設けても良い。
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　この場合、収納空間部Ｓ内で薄葉紙積層体Ｑが動かないように、当該部材と、ケース側
パッキン１４や突起部Ｙとで、薄葉紙積層体Ｑを挟むことができるので、家庭用薄葉紙Ｐ
を取出口１１からよりスムーズに取り出すことができるとともに、家庭用薄葉紙Ｐの取出
口１１から突出した部分が収納空間部Ｓ内に落ち込むことをより効果的に抑制することが
できる。
【００５８】
　また、家庭用薄葉紙収納容器１には、上面に近い側はポップアップする高さが低く、下
面に近づくにつれてポップアップする高さが高くなる折り方で積層された家庭用薄葉紙Ｐ
を収納するように構成することも可能である。ここで「ポップアップする高さ」とは、最
上層の家庭用薄葉紙Ｐのうち起立した部分の上下方向の長さ、すなわち薄葉紙積層体Ｑの
上面から最上層の家庭用薄葉紙Ｐのうち取出口１１から突出した部分の上端までの長さの
ことである。
　薄葉紙積層体における折り方が全体にわたって同一である場合、家庭用薄葉紙Ｐの飛び
出し長さ（取出口１１から突出した部分の長さ）は、使いはじめでは長く、使い終わりに
近づくにつれて短くなる。
　ポップアップする高さは、折り幅により決定される。したがって、使いはじめではポッ
プアップする高さが短く、使い終わりに近づくにつれて長くなるような折り方が可能であ
る。このような折り方をした薄葉紙積層体Ｑを用いれば、家庭用薄葉紙Ｐの飛び出し長さ
を使いはじめから使い終わりにかけてほぼ一定にすることができるので、取出口１１から
突出した部分が収納空間部Ｓ内に落ち込む、取出口１１から突出した部分が上蓋２０の開
閉時に上蓋２０に噛み込まれる等の発生を抑制することができる。
【００５９】
　また、本発明は、家庭用薄葉紙を収納するためのケース体の上面に、その開放端を上下
方向に回動させることで開閉を行う蓋体を設けた構成にも、適用可能である。
【００６０】
　その他、家庭用薄葉紙収納容器の細部構成に関しても、本発明の趣旨を逸脱することの
ない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００６１】
１　家庭用薄葉紙収納容器
１０　容器本体（ケース体）
１１　取出口
１４　ケース側パッキン（枠部材）
１４ａ　延出部
１４ｂ　抑え部
２０　上蓋（蓋体）
３０　シャーシ（ケース体）
Ｐ　家庭用薄葉紙
Ｔ　包装体
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